
●消費税増税セミナー●  

平成３０年９月２０日(木)    ◎軽減税率制度の概要  ◎インボイス制度への対応  

講師：税理士 鈴木 大滋  税理士 鹿住 拓郎 

会場：パートナーズ PLAZA内  時間 15：30～17：00  受講料：無料  定員：20名  

お問い合わせ：0258-36-2685 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2684   担当  横田・小宮 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。 

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 
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２０１９年１月７日より「国際観光旅客税」が導入されます。観光先進国実現のための財源確保を目的とし、新税の使い道として「快適な旅行ができる環境の整備」「体験型観光の満足度向上」「日本の魅力に関する情報の発信力強化」の３分野が挙げられています。

【国際観光旅客税の内容】・納税義務者船舶・航空機によって日本を出国する旅客。・納税額1人の出国１回につき１，０００円。・徴収方法①国際旅客運送事業者が、チケット代に上乗せするなどの形で旅客から徴収し、国に納付する。②旅客自身が、航空機等に搭乗する時までに税関に納付する（プライベートジェット等による出国の場合）。・適用時期２０１９年１月７日以後の出国に適用。

日本からの出国者であれば、日本人・外国人の区別なく課税されます。また、名称に「観光旅客」とあるため誤解されがちですが、観光客以外にもビジネス、留学、医療などの理由で出国する人も対象になります。

以下に挙げる条件に該当する場合、国際観光旅客税は課税されません。・船舶・航空機の乗員・強制退去者・公用船・公用機での出国・乗継旅客（入国後２４時間以内に出国する者）・外国間航行中に日本に緊急着陸した者・日本を出国したが、航行中に悪天候などの理由により引き返してきた者・２歳未満
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